
一般職の職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例 

昭和41年10月11日 

条例第8号 

 

一般職の職員の勤務時間、休日および休暇については、岸和田市の一般職の職員の例によ

る。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


